
姫路市雨水貯留タンク設置助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、雨水の流出抑制及び良好な水環境に対する市民意識の高揚を図ることを

目的とし、市民等による雨水貯留タンクの本市域内における設置を促進するための姫路市雨

水貯留タンク設置助成金（以下「助成金」という。）の交付について必要な事項を定めるもの

とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 

(1) 雨水貯留タンク 建物の屋根に降った雨水を雨樋から集水して貯留する貯留槽及びその

附帯設備をいう。 

(2) 対象建物 本市域内の戸建住宅、集合住宅、事業所、集会所、倉庫等をいう。 

(3) 申請者 助成金の交付を受けようとする者で、姫路市内に住所を有する者又は本市域内

に事業所を有する事業者をいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付対象となる者は、対象建物に雨水貯留タンクを設置する申請者で、当該

建物を所有する者又は当該建物を使用する者とする。ただし、次に掲げる者は除く。 

(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体 

(2) 販売を目的として対象建物を所有する者 

(3) 姫路市暴力団排除条例（平成２４年姫路市条例第４９号）第２条に規定する暴力団、暴

力団員又は関係機関等 

２ 助成金の交付は、同一建物に対して原則１回限りとする。 

（助成対象施設） 

第４条 助成金の交付対象となる雨水貯留タンクは、貯留槽の容量が８０リットル以上のもの

で、本市域内に店舗等の営業所を有する事業者（以下「市内業者」という。）から購入する市

販のものとし、設置工事を事業者に依頼する場合は市内業者が設置するものとする。ただし

、次に掲げるものは助成金の交付対象としない。 

(1) 既に市の助成金を受けたことがある雨水貯留タンクを作り替えようとするもの 

(2) 浄化槽転用型など雨水貯留タンクを改造等により設置するもの 

２ 助成金の交付対象となる雨水貯留タンクは、１申請につき１基とする。 

（助成金額） 



第５条 助成金額は、雨水貯留タンク１基の購入費及び設置費の合計額（消費税及び地方消費

税を含む。）に２分の１を乗じて得た金額とする。ただし、限度額を３０，０００円とし、助

成金額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

（交付申請） 

第６条 申請者は、雨水貯留タンクを設置する前に、姫路市雨水貯留タンク設置助成金交付申

請書（様式第１号）を上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 誓約書（様式第２号） 

(2) 雨水貯留タンク設置前の写真 

(3) その他管理者が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第７条 管理者は、前条第１項に規定する交付の申請があったときは、申請内容を審査し、速

やかに交付の可否を決定し、交付を行うときは、姫路市雨水貯留タンク設置助成金交付決定

通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。ただし、交付は、毎年度予算の

範囲内で行うものとする。 

２ 管理者は、交付を行わないときは、理由を付して姫路市雨水貯留タンク設置助成金不交付

決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

 （申請内容の変更等） 

第８条 前条第１項の決定の通知を受けた者（以下「交付対象者」という。）は、申請内容を変

更（ただし、軽微な変更を除く。）しようとするときは、姫路市雨水貯留タンク設置変更申請

書（様式第６号）により、申請を取り下げようとするときは、姫路市雨水貯留タンク設置取

下届（様式第８号）により速やかに管理者の承認を受けなければならない。 

２ 管理者は、前項に規定する申請があったときは、申請内容を審査し、変更申請に対しては、 

姫路市雨水貯留タンク設置変更承認通知書（様式第６号）により、取下げ申請に対しては、 

姫路市雨水貯留タンク設置取下承認通知書（様式第８号）により交付対象者に通知するもの

とする。 

３ 第１項の軽微な変更は、次の各号に掲げる姫路市雨水貯留タンク設置助成金交付申請書（

様式第１号）の事項とする。 

(1) 雨水貯留タンクの容量（ただし、容量は、８０リットルを下回らないこと。） 

(2) 雨水貯留タンクの購入価格 



(3) 雨水貯留タンクの設置完了時期 

（完了報告） 

第９条 交付対象者は、助成金交付の決定を受けた日から６０日以内に雨水貯留タンクを設置

し、その工事が完了した日から３０日以内に、姫路市雨水貯留タンク設置完了報告書（様式

第９号）に、次の各号に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。 

(1) 雨水貯留タンク購入の際の領収書（写し） 

(2) 設置工事を事業者に依頼した場合 設置費の領収書（写し） 

(3) 雨水貯留タンク設置後の写真 

(4) 雨水貯留タンク設置助成金交付請求書（様式第１１号） 

(5) その他管理者が必要と認める書類 

（完了検査） 

第１０条 管理者は、前条に規定する報告を受けたときは、報告内容を審査し、必要があると

認めるときは、雨水貯留タンクの設置状況を検査することができる。 

（交付確定） 

第１１条 管理者は、前条の審査又は完了検査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件

に適合すると認めたときは、速やかに交付する金額を確定し、姫路市雨水貯留タンク設置助

成金額確定通知書（様式第１０号）により助成対象者に通知するものとする。 

（交付決定の取消等） 

第１２条 管理者は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第７条の規定によ

る助成金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、特別の事情があると

きはこの限りでない。 

(1) 第９条に規定する報告書が、指定期間内に提出されないとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により助成金交付の決定を受け、又は受けようとしたとき。 

(3) 助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(4) この要綱の規定に違反したとき。 

２ 管理者は、前項の規定により助成金交付の決定を取り消したときは、姫路市雨水貯留タン

ク設置助成金不交付決定通知書（様式第４号）により交付対象者に通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第１３条 管理者は、前条の規定により助成金交付の決定を取り消した場合において、既に助

成金が交付されているときは、期間を定めてその全部又は一部を返還させることができる。 

（立入調査） 



第１４条 管理者は、当該事業の適正な執行を確保するために、助成金の交付後、必要がある

と認めるときは、雨水貯留タンクの設置状況を現地において調査することができる。 

（維持管理等） 

第１５条 助成金の交付を受けた者は、雨水貯留タンクの定期的な清掃及び点検をするなど適

正に維持管理し、交付を受けた日から７年以上存続させなければならない 

２ 助成金の交付を受けた者は、雨水貯留タンクを助成金交付の目的に反して使用、譲渡、交

換、貸し付け、又は担保に付してはならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けた者が、やむを得ず雨水貯留タンクを第三

者に譲渡等しなければならないときは、その旨を管理者に届け出なければならない。また、

故障等により７年間の存続ができなくなった場合も同様とする。 

４ 故障や修理が必要な場合は設置者の責任及び負担で行わなければならない。 

５ 施設設置の異常等により、第三者に損害等を負わせた場合は設置者の責任及び負担で問題

を解決しなければならない。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に旧要綱に定める様式による書面がある場合は、当面の間、それ

を取り繕って使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に旧要綱に定める様式による書面がある場合は、当面の間、それ

を取り繕って使用することができる。 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式第１号及び第１０号による用紙



については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式第１号から第１２号までの用紙

については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


